
 

相殺関税の課税手続の流れ 
 

 

国内産業の利害関係者からの課税申請
（補助金及び損害についての十分な証拠） 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                       

補助金及び損害の事実が推定で

き、輸出者から価格修正又は輸出

国の補助金廃止等の約束の申出

がある場合 

（約 束） 

約束受諾 

（有効期間５年以内）

調 査 取 り や め 

（暫定措置） 
補助金及び損害の事実が推定で

き、調査中産業を保護する必要が

ある場合 

 暫定措置発動 

 補助金の額に相当 

すると推定される 

額の担保の提供 
（調査開始 60 日経過後） 

（期間：４ヶ月以内） 

２
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以
内
） 
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・ 利害関係者への質問状の送付・回答 
・ 利害関係者からの回答内容の分析・検証 
・ 利害関係者から情報が得られない場合、

「知ることができた事実」に基づき判断 

利害関係者への重要事実の通知 

利害関係者の反論・反証 

相
当
な
期
間

最 終 決 定

相 殺 関 税 課 税

（期間：原則５年以内）

調 査 開 始

仮決定

官報告示 

審議会諮問・答申

政令公布・施行 

官報告示 

審議会諮問・答申

政令公布・施行 

官報告示 


